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７．会議の概要

開会 午後２時

事務局長 それでは、ただ今より、令和６年第１回美馬市農業委員会総会を始めさせ

ていただきます。本日、欠席する旨の届出のありました委員は、２番逢坂委

員、１０番原田委員、１１番䕃山委員、１７番安達委員の４名です。只今の

出席委員は１５名であり、定足数に達しておりますのでご報告いたします。

それでははじめに、河野会長からご挨拶をいただきたいと思います。

会 長 （会長挨拶）

事務局長 議長につきましては、会議規則第６条に基づき、会長が総会の議長として、

議事を整理していただきますので、よろしくお願い致します。

議 長 それでは早速でございますが、会議を始めさせていただきます。着座にて

の進行とさせていただきます。

日程第１、議事録署名委員の指名でございますが、いつもの例のように議

長の指名でよろしいか。

委員一同 （異議無しの声）

議 長 異議なしと認めます。それでは、１６番長浦委員、１８番藤岡委員のお二

人にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

次に、日程第２、議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について、

事務局に説明を求めます。

（事務局長、挙手）

事務局長 議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について説明いたします。

今回、第３条は６案件でございますが、これらの申請について法定の添付書

類は整っております。議案書１ページをお開き下さい。

番号１です。申請地は、美馬町字宮前３７番１ほか４筆、字田辺１４４番

１。地目等の詳細は、議案書記載のとおりです。面積は合わせて、３，３３

９㎡であります。譲渡人は、藤村正人。譲受人は、藤村博至であります。耕

作面積は、１，０６３㎡。通作距離は、自宅に隣接する農地からその周囲約

６００mに位置する農地で、稼働人員は１人となっています。この農地は、

売買による譲受けとなります。農地取得後は、水稲や果樹の栽培を行うこと

としております。農機具の所有状況は、議案書に記載のとおりです。申請地

は、青木邸から８０ｍから３００ｍに位置する農地であります。

次に、番号２です。申請地は、脇町助松字蓮池１３７４番、１３７６番。

地目は、それぞれ、田。面積は、合わせて１，５９８㎡であります。譲渡人

は、尾形次郎。譲受人は、株式会社エイコーファーム代表取締役、仲西智で

あります。耕作面積は、５５，４７４㎡。通作距離は、１．５km で、稼働人



員は、９人となっています。この農地は、農地所有適格法人である譲受人が

売買により譲受けるものです。農地取得後は、水稲の作付けを行うこととし

ております。農機具の所有状況は、議案書に記載のとおりです。申請地は、

うだつアリーナの南西、約５５０ｍに位置する農地であります。

次に、番号３です。申請地は、脇町大字北庄字柴床８５番３、８５番９。

地目は、それぞれ、畑。面積は、合わせて７９３㎡であります。譲渡人は、

佐藤芳樹。譲受人は、南晋作あります。耕作面積は、２，８４５㎡。自宅に

隣接する農地で、稼働人員は２人となっています。この農地は、売買による

譲受けとなります。農地取得後は、こんにゃく芋や季節野菜の作付けを行う

こととしております。農機具の所有状況は、議案書に記載のとおりです。申

請地は、脇町小学校の北、約２００ｍに位置する農地であります。

次に、番号４です。申請地は、脇町字拝原１５１４番、１９７７番４。地

目は、畑。面積は合わせて、７４１．０６㎡であります。譲渡人は、板東一

彦。譲受人は、森利美であります。申請者は、現在、農地を所有しておりま

せん。自宅周辺の農地で、稼働人員は１人となっています。この農地は、売

買による譲受けとなります。農地取得後は、季節野菜の作付けを行うことと

しております。農機具の所有状況ですが、現在農機具を所有しておりません

が、農業を始めるに際し、耕耘機を一台購入する予定とのことであります。

申請地は、美馬警察署の北、約３０ｍに位置する農地であります。

次に、番号５です。申請地は、脇町字西赤谷６３９番１。地目は、田。

面積は、９３９㎡であります。譲渡人は、篠原正幸。譲受人は、篠原良一で

あります。耕作面積は、７，９１８㎡。通作距離は５００mで、稼働人員は ２

人となっています。この農地は、贈与による譲受けとなります。農地取得後

は、水稲の作付けを行うこととしております。農機具の所有状況は、議案書

に記載のとおりです。申請地は、江原中学校の南東、約７５０ｍに位置する

農地であります。

次に、番号６です。申請地は、穴吹町三島字小島６９４番１５。地目は、

田。面積は、３２８㎡であります。譲渡人は、大島幸。譲受人は、藤本卓也

であります。申請者は、現在、農地を所有しておりません。通作距離は、１．

３km となっておりますが、申請地に隣接する住宅に転居を予定しており、今

回の申請に至ったものです。稼働人員は２人となっています。この農地は、

売買による譲受けとなります。農地取得後は、季節野菜の作付けを行うこと

としております。農機具の所有状況は、議案書に記載のとおりです。申請地

は、JR小島駅の東、約６００ｍに位置する農地であります。

以上、これらの６案件は、法第３条第２項各号には該当しないため、許可

要件を満たしていると考えます。農地法第３条の規定による許可申請につい



ての概要説明を終わらせていただきます。

議 長 それでは、現地確認報告を求めます。番号１は、７番藤本委員お願いしま

す。

７番

藤本委員

はい、７番藤本です。１月２７日に現地確認いたしました。対象の農地は、

６筆ありまして、それぞれが点在しております。１４４番１については、き

れいに耕されていましたけれど、その他の農地については、１ｍくらいの草

が生えている状態でした。これらの農地を全て引き受けて耕作してくださる

ということで、特に問題は無いと思います。ご審議の程よろしくお願いしま

す。

議 長 番号２は、５番竹田委員お願いします。

５番

竹田委員

５番竹田です。先日、現地確認いたしました。この農地は、馬木と助松を

通す道路のすぐそばです。どちらの農地もきちんと草刈りが行われておりま

す。お互いに売買の話しが進んでよかったと思います。特に問題は無いと思

います。ご審議の程よろしくお願いします。

議 長 番号３は、１番美馬委員お願いします。

１番

美馬委員

はい、１番美馬です。昨日、現地確認をいたしました。隣の南さんが買わ

れるということで、特に問題は無いと思います。ご審議の程よろしくお願い

します。

議 長 番号４は、１２番河野委員お願いします。

１２番

河野委員

はい、１２番河野です。金曜日に現地確認いたしました。まず始めに、譲

受人と譲渡人の関係でございますが、姉と弟であり、弟が長男として相続し

ている農地を長女の姉のほうに、今回、売買されるということです。姉は現

在、枚方市のほうに居住しており、将来、拝原のほうに移ってくる予定だと

いうことです。この土地は誰も作りたがらない土地です。谷の上に床板橋が

架かっており、耕耘機すら通れない土地となっております。今回、譲受人が

土地を取得して管理をしてくれるということです。とてもありがたいことだ

と思います。問題は無いのですが、今現在、木が生えかけております。この

３条許可と同時に適正な管理、例えば、木等を切るなど、農業委員会から指

導するよう願います。誰ももらい手が無い土地を売買で管理してくださると

いうことで、大変ありがたいことだと思いますので、是非とも許可をよろし

くお願いいたします。

議 長 番号５は、１０番原田委員ですが、欠席ですので、事務局より報告を求め

ます。

事務局長 原田委員より、現地を確認しましたが、問題のあるところはありませんで

したとのご報告をいただいております。以上でございます。



議 長 番号６は、８番谷委員お願いします。

８番

谷委員

はい、８番谷です。１月２４日に現地確認いたしました。特に問題無いと

思います。ご審議の程よろしくお願いします。

議 長 ご報告ありがとうございました。これから、討議に移らせていただきたい

と思います。何かご意見、ご質疑はございませんでしょうか。

３番

佐藤委員

番号４の拝原１９７７番４について、地目が宅地となっておりますが、ど

ういうことですか。

事務局長 登記上は、宅地ですが、現況地目は、畑ということです。

３番

佐藤委員

わかりました。ありがとうございます。

議 長 他にございませんか。

委員一同 （意見無し）

議 長 お諮りいたします。番号１から番号６の許可申請６案件について、

許可することにご異議ございませんか。

委員一同 （異議無しの声）

議 長 異議なしと認めます。よって、議案第１号農地法第３条の規定による許可

申請６案件につきまして許可することと決定いたします。

議 長 次に、日程第３、議案第２号農地法第５条の規定による許可申請につ

いて事務局からの説明を求めます。

（事務局長、挙手）

事務局長 議案第２号、農地法第５条の規定による許可申請について、３案件の説明

をさせていだだきます。この５条申請について、法定の添付書類は整ってお

ります。

議案書の２ページをお願いいたします。

番号１です。転用場所は、美馬町字谷尻２８番１。地目は、田。面積は、

５３１㎡うち、４３７．２９㎡であります。譲渡人は、西村繁雄。 譲受人

は、西村恭史であります。居宅の建築に伴う、親子間の贈与による転用申請

です。計画については、表土をすきとり、山土により埋戻し整地します。居

宅は木造平屋建、建築面積１３６．２２㎡であります。取水は、隣接する宅

地の祖父が居住する家から接続して利用します。汚水も、祖父所有の家の合

併処理浄化槽に接続します。雨水も同様とします。このことについては、市

道管理者と協議済みです。申請地は、美馬デイサービスセンター池月苑の北

東、約２００mに位置する農地で、農振農用地指定のある農地でありますが、

農振除外がなされており、農地区分は、第２種農地と判断をされます。

次に、番号２です。転用場所は、美馬町字ノツゴ６９番。地目は、畑。面



積は、４６３㎡であります。譲渡人は、蔭山好夫。譲受人は、株式会社サン

ライフコーポレーション代表取締役、工藤育男であります。非フィットによ

る高圧太陽光発電施設の設置に伴う、所有権移転による転用申請です。申請

地と併せて利用する土地として、ノツゴ７０番１、７０番２の２筆の宅地、

２６７．８２㎡を一帯的に利用します。計画としまして、整地後、転圧を行

ないます。周囲には、フェンスを設置します。取水・排水等は生じません。

雨水は自然浸透とします。施設の管理は、年３回以上の草刈りを行ないます。

申請地は、旧芝坂小学校の東、約３０ｍに位置する農振農用地指定外の白地

であり、農地区分は、第２種農地と判断をされます。

次に、番号３です。転用場所は、穴吹町三島字舞中島６７９番１。地目は、

田。面積は、１，２８６㎡であります。 譲渡人は、石川牧雄。譲受人は、

美馬市長、加美一成であります。転用者は、美馬市であり、市営住宅明連団

地第２棟に居住する者の駐車場が不足している状況から、新たな駐車場を整

備することに伴う所有権移転による転用申請です。造成計画については、東

側に隣接する市道の高さまで切盛を行ない整地します。２４世帯、３５台分

の駐車スペースを設置します。雨水は、地下浸透とします。申請地は、美馬

保健所の北西、約８０mに位置する農振農用地指定外の白地であり、農地区

分は、第２種農地と判断をされます。

以上で農地法第５条の規定による許可申請について、２案件の概要説明を

終わらせていただきます。

議 長 それでは、現地確認報告を求めます。番号１は、１６番長浦委員お願いし

ます。

１６番

長浦委員

はい、１６番長浦です。昨日、現地確認いたしました。建物は、平屋であ

ります。周りの農地に対しても何ら問題は無いと思います。ご審議の程よろ

しくお願いします。

議 長 番号２は、６番黒川委員、お願いします。

６番

黒川委員

はい、６番黒川です。１月２７日に現地確認をいたしました。事務局の説

明のとおり、特に問題はありません。ご審議の程よろしくお願いします。

議 長 番号３は、８番谷委員、お願いします。

８番

谷委員

はい、８番谷です。１月２４日に現地確認いたしました。特に問題はあり

ません。ご審議の程よろしくお願いします。

議 長 ご報告ありがとうございました。これから、討議に移らせて頂きたいと思

います。何かご意見、ご質疑はございませんでしょうか。

１２番

河野委員

１２番河野です。２件、事務局にお伺いします。先ほどの説明で、番号１

について、親の居住する住宅の合併処理浄化槽に排水を流し込むという説明



がありましたが、私自身の経験からですが、倉庫のトイレの排水を母屋に接

続することを行政に相談したところ、一つの建物に一つの浄化槽が必要との

指導を受けたことがあります。農地法上の問題は無いと思いますが、建築基

準法上の問題があるのであれば、申請書類も法に合わせた書類の提出が必要

かと思われます。ひとつの合併浄化槽に２件以上の処理をさせていいもの

か、建築基準法についての確認をお願いします。

それと、番号２について、発電出力が４９．５ｋｗということで、５０ｋ

ｗ未満の低圧太陽光発電と思われるのですが、高圧太陽光発電との説明があ

りましたので、確認をお願いします。

事務局長 １２番河野委員からの質問ですが、まず、番号１についてですが、確か、

委員の居住する地域は、脇町都市計画区域内に位置することから建築基準法

上の建築確認申請が必要な地域に該当します。こちらの転用場所は美馬町で

すので、一部の県条例で定める地域を除き、建築確認申請の必要ない地域と

なります。そのあたりで、建築基準法上の取り扱いについても違いがあるの

ではないかと思われます。即答は出来ませんので、後ほど確認するよういた

します。次に番号２についてですが、低圧太陽光発電施設の間違いでござい

ます。失礼いたしました。

１２番

河野委員

ありがとうございました。

議 長 他に何かございますか。

委員一同 （意見無し）

議 長 お諮りいたします。番号１から番号３の３案件について、許可相当とする

ことにご異議ございませんか。

委員一同 （異議無し）

議 長 異議なしと認めます。よって、議案第２号、農地法第５条の規定による許

可申請につきましては、許可相当と決定し、県へ意見書を送付いたします。

議 長 次に、日程第４、議案第３号美馬市農業委員会、農地等の利用の最適化の

推進に関する指針の改定について、事務局からの説明を求めます。

（事務局長、挙手）

事務局長 それでは、議案第３号美馬市農業委員会、農地等の利用の最適化の推進に

関する指針の改定についてにつきましてご説明いたします。

農地等の利用の最適化の推進に関する指針は、農業委員会等に関する法律

第７条第１項の規定に基づくものでございまして、農業委員会は、指針を定

めなければならないとされております。現行の指針は、３年前の委員改選時

に制定したものでございます。その指針の中で、委員、推進委員の改選時期



に検討、見直しを行うものとすると規定されておりますことから、見直しを

行うものです。お手元の指針の改正（案）をご覧ください。まず基本的な考

え方でございますが、前回の改正時と大きな変更はございません。基本方針

として、簡単に説明いたしますと、美馬市農業委員会は、耕作放棄地の発生

防止・農地の利用集積、集約化に積極的な取り組みを行なっていという内容

となっております。本指針は、大きく分けて、３つの項目からなります。一

つ目として、遊休農地の発生防止、解消、二つ目として、担い手への農地利

用の集積、集約化、３つ目として、新規参入の促進について、各項目ごとに

当委員会の目標を定めるものです。なお、指針の改正案については、事前に

お配りしておりましたので、目をとおしていただいていることと存じますの

で、すべての文章の読み上げについては割愛し、主な改正内容についてのご

説明とさせていただきます。

一つ目の項目として、遊休農地の発生防止、解消についてです。２ページ

目の上段の表をご覧ください。本市の遊休農地の現状は、令和５年４月現在

で管内の農地面積、１，８９０ha のうち、３３１ha となっており、遊休農

地の占める割合は、１７．５％となっています。このような状況から、３年

後の令和８年４月までに、遊休農地を３０haの減少を目標とし、令和１１年

４月までには、遊休農地を６０ha 減少させるという目標設定としました。な

お、前回の指針では、令和８年までに、遊休農地を０にする、全てをなくす

ような目標としておりましたので、今回の改正においては、達成可能と思わ

れる現実的な数値を目標として設定しております。

次に、二つ目の項目として、担い手への農地利用の集積、集約化について

です。３ページの中段の表をご覧ください。こちらの表は、担い手への農地

利用の集積目標を定めるものです。本市の現状は、令和５年４月現在で管内

の農地面積、１，８９０ha のうち、集積面積が２７４ha となっており、農

地の集積率は、１４．５％となっております。このような状況から、３年後

の令和８年４月までに、集積面積を３３５．５haとする目標とし、また、令

和１１年４月までの集積面積を３９７ha とし、集積率を２１．０％とする目

標設定としました。前回計画においては、国の政策目標に基づく担い手への

農地集積率に基づき、８０％を目標としておりましたので、その目標は、現

実的には、あまりにもハードルが高い数値となっておりましたことから、今

回の改正では、徳島県農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針並びに美

馬市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に即した目標設定に

もございますように、集積率２１％としております。

次に、３つ目として、「新規参入の促進」についてです。４ページの上段

の表をご覧ください。こちらの新規参入者の考え方については、農業を主業



として経営を行う者という考えによるところです。本市の現状は、令和５年

４月現在の新規参入者は４名となっております。令和８年には、個人の新規

参入者１０人、法人の新規参入１法人とし、また、令和１１年には、個人の

新規参入者２０人、法人の新規参入２法人とする目標設定としております。

以上、指針の改正案についての主な変更点をご説明させていただきまし

た。なお、以上の具体的な推進方法等につきましては、指針の改正案に記載

のとおりであり、改正前の指針と大きな変更を伴うものではありません。以

上でございます。ご審議のほどお願いします。

議 長 それでは、審議を行います。何かご意見、ご質疑はございませんでしょう

か。

委員一同 （意見無し）

議 長 お諮りいたします。美馬市農業委員会、農地等の利用の最適化の推進に関

する指針の改定について、ご異議はございませんか。

委員一同 （異議無し）

議 長 異議無しと認めます。よって、議案第３号、美馬市農業委員会、農地等の

利用の最適化の推進に関する指針の改定について、決定することといたしま

す。

議 長 次に、日程第５、議案第４号、令和５年度第１０期美馬市農用地利用集積

計画書についての審議でございます。それでは、事務局より説明をお願いし

ます。

事務局長 先にお配りしております議案第４号、美馬市農地利用集積計画書の２ペー

ジをご覧ください。新規の利用権設定面積は、４，６８１㎡。更新の利用権

設定面積は、４６，６９４㎡です。利用権設定筆数は、６５筆。利用権を設

定する件数、延べ１６件。利用権設定を受ける者、組織は、１１件です。

以上の計画は、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件

を満たしていると判断されます。以上の計画は、改正前の農業経営基盤強化

促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると判断されます。

議 長 ご意見ございますか。

委員一同 （意見無し）

議 長 お諮りいたします。それでは、議案第４号、令和５年度第１０期美馬市農

用地利用集積計画書については、原案どおり決定することとしてよろしい

か。

委員一同 （異議無し）

議 長 異議なしと認めます。このことについては、原案どおり決定し、市長へ答

申することといたします。



美馬市情報公開条例第７条第１項第１号及び第５号、第６号に基づき、公にすることに

より、個人の権利利益を害するおそれがあるもの、市の機関、国の機関、他の地方公共団

体の機関等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にす

ることにより、特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの、

争訟に係る事務に関し、市、国、他の地方公共団体の当事者としての地位を不当に害する

おそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適性な遂行に支障を及ぼす

おそれがあるものについては非公表とする。

議 長 以上で、本日の議案審議は全て終了いたしました。これをもちまして、令

和６年第１回美馬市農業委員会総会を閉会いたします。


